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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　2021年12月27日に提出した第132期半期（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）報告書の記載事項の一部に誤

りがあり、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものである。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　中間連結財務諸表等

(1）中間連結財務諸表

注記事項

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

４．会計方針に関する事項

(5）重要な収益及び費用の計上基準

（収益認識関係）

２　中間財務諸表等

(1）中間財務諸表

注記事項

（重要な会計方針）

４．収益及び費用の計上基準

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示している。
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第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

【注記事項】

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

４．会計方針に関する事項

(5）重要な収益及び費用の計上基準

　　（訂正前）

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりである。

①　バス事業

　バス事業において、主に乗合バス、貸切バスを運行しており、顧客にバス輸送業務の提供を完了した時点で

履行義務が充足される。

②　航空代理店事業

　航空代理店事業において、主に鳥取県内２空港にて航空機の運航支援業務をはじめとする地上支援業務を

行っており、顧客に運航支援業務の提供を完了した時点で履行義務が充足される。

③　駐車場事業

　駐車場事業において、７階建立体駐車場を有し賃貸しており、賃貸期間中の時間の経過により履行義務が充

足される。

④　受託バス事業

　受託バス事業において、鳥取県内３市町村にて自家用有償自動車運送事業を行っており、顧客に運送業務の

提供を完了した時点で履行義務が充足される。

⑤　旅行斡旋事業

　旅行斡旋事業において、各種旅行の斡旋業務を行っており、顧客に斡旋業務の提供を完了した時点で履行義

務が充足される。

 

　　（訂正後）

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりである。

①　バス事業

　バス事業において、主に乗合バス、貸切バスを運行しており、顧客にバス輸送業務の提供を完了した時点で

履行義務が充足される。

②　航空代理店事業

　航空代理店事業において、主に鳥取県内２空港にて航空機の運航支援業務をはじめとする地上支援業務を

行っており、顧客に運航支援業務の提供を完了した時点で履行義務が充足される。

③　受託バス事業

　受託バス事業において、鳥取県内３市町村にて自家用有償自動車運送事業を行っており、顧客に運送業務の

提供を完了した時点で履行義務が充足される。

④　旅行斡旋事業

　旅行斡旋事業において、各種旅行の斡旋業務を行っており、顧客に斡旋業務の提供を完了した時点で履行義

務が充足される。
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（収益認識関係）

　　（訂正前）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

当中間連結会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）　　　　　（金額：千円）

 

報告セグメント

その他 合計
バス事業

航空代理

店事業

駐車場事

業

受託バス

事業

旅行斡旋

事業
計

顧客との

契約から

生じる収

益

364,804 185,982 43,910 54,459 33,476 682,632 20,339 702,972

その他の

収益
19,000 － － － － 19,000 － 19,000

外部顧客

への売上
383,804 185,982 43,910 54,459 33,476 701,632 20,339 721,972

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売事業、受注整備事業を

含んでいる。

 

　　（訂正後）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

当中間連結会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）　　　　　（金額：千円）

 

報告セグメント

その他 合計
バス事業

航空代理

店事業

駐車場事

業

受託バス

事業

旅行斡旋

事業
計

顧客との

契約から

生じる収

益

364,804 185,982 － 54,459 33,476 638,721 20,339 659,061

その他の

収益
19,000 － 43,910 － － 62,910 － 62,910

外部顧客

への売上
383,804 185,982 43,910 54,459 33,476 701,632 20,339 721,972

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売事業、受注整備事業を

含んでいる。

バス事業セグメントの「その他の収益」は、国・県及び市町村等より受領する運行費補助金等である。

駐車場事業セグメントの「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範

囲に含まれる不動産賃貸収入である。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

【注記事項】

（重要な会計方針）

４．収益及び費用の計上基準

　　（訂正前）

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりである。

①　バス事業

　バス事業において、主に乗合バス、貸切バスを運行しており、顧客にバス輸送業務の提供を完了した時点で

履行義務が充足される。

②　航空代理店事業

　航空代理店事業において、主に鳥取県内２空港にて航空機の運航支援業務をはじめとする地上支援業務を

行っており、顧客に運航支援業務の提供を完了した時点で履行義務が充足される。

③　駐車場事業

　駐車場事業において、７階建立体駐車場を有し賃貸しており、賃貸期間中の時間の経過により履行義務が充

足される。

④　受託バス事業

　受託バス事業において、鳥取県内３市町村にて自家用有償自動車運送事業を行っており、顧客に運送業務の

提供を完了した時点で履行義務が充足される。

 

　　（訂正後）

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりである。

①　バス事業

　バス事業において、主に乗合バス、貸切バスを運行しており、顧客にバス輸送業務の提供を完了した時点で

履行義務が充足される。

②　航空代理店事業

　航空代理店事業において、主に鳥取県内２空港にて航空機の運航支援業務をはじめとする地上支援業務を

行っており、顧客に運航支援業務の提供を完了した時点で履行義務が充足される。

③　受託バス事業

　受託バス事業において、鳥取県内３市町村にて自家用有償自動車運送事業を行っており、顧客に運送業務の

提供を完了した時点で履行義務が充足される。
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